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議論の出発点

　金正日総書記は日本人拉致の事実
を認め、「８人死亡、５人生存」と説明し、
謝罪した。きわめて衝撃的で痛ましい事
実の詳細は、いまだ明らかになっていな
い。徹底的な真相究明が必要であること
は言うまでもない。
　しかし、小泉首相が、植民地支配に
「痛切な反省と心からのお詫びの気持
ち」を表明したように、現在の諸問題は、

積年の歴史が残した未解決の諸問題と
切り離しては考えられない。旧日本軍に
よって行われた強制労働や「慰安婦」の
ための連行、殺害の事実は、さまざまな
証言や報告で明らかになっている（例え
ば、「慰安婦」に関する１９９６年クマラスワミ報

告、国連人権委員会）。厳しい歴史と現実
をしっかりと見据えた未来志向の対話の
上にしか、両国が共通の安全保障を構
築していくことはできない。

共に脅威をとり除こう
日朝平壌宣言、「対話を促進し問題解決を図る」

核、ミサイル――求められる公正な議論

　９月１７日の初の日朝首脳会談では、核問題での「国際合意の遵守」が確認された。核不拡散条約（ＮＰ
Ｔ）に基づく査察のための土台が固まった。また両国の「安全保障協議」の開始が合意されている。東北ア
ジア地域の共通の安全保障を構築するという観点から、非核地帯や地域的ミサイル制限機構について、
市民が積極的に構想していく必要がある。

　平和憲法下での日本の地域安全保障政策の政策構想を豊富化する試みで
す。①東北アジア非核地帯、②専守防衛地帯、③ミサイル制限機構、④ＡＳＥＡＮ地
域フォーラム（ＡＲＦ）の活用、の４つの構想についてそれぞれ課題群を設定しなが
ら研究します。ＮＧＯ活動従事者と学術研究者が協働でとり組み、韓国、中国から
も参加します。刊行物、ホームページ、セミナー等で研究内容の公開をしていきま
す。ご期待下さい。

新プロジェクト始動！

「市民社会が構想する北東アジア
地域安全保障の枠組み」

研究代表者：梅林宏道
財団法人トヨタ財団２００２年度研究助成事業、２００２年１１月～２００４年１０月

ピョンヤン

「国際合意の遵守」

　平壌宣言で、日朝両首脳は、「双方
は、朝鮮半島の核問題の包括的な解決
のため、関連するすべての国際的合意
を遵守することを確認」した（２ページ）。こ
こで言う「国際的合意」とは何か。北朝鮮
の安全保障をめぐる国際的枠組みの主
なものを、３ページに一覧にした。
　まず、大前提として、南北の「平和統
一」の原則が合意されている。その上
に、南北の「相互不可侵」が合意されて
いる。それを定めているのが、１９９１年１２
月に第５回南北高位級会談（ソウル）で採
択された「南北間の和解と不可侵及び
協力・交流に関する合意書」（南北基本合

北朝鮮関連資料
（２～３ページ）

●日朝平壌宣言
●米朝合意枠組み
●関連条約一覧
●核・ミサイル年表
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　日朝平壌宣言　（安全保障にかかわる部分）　　２００２年９月１７日、平壌

　小泉純一郎日本国総理大臣と金正日朝鮮民主主義人民共和国国防委員長は、２０
０２年９月１７日、平壌で出会い会談を行った。
　両首脳は、日朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、実りある政治、経済、
文化的関係を樹立することが、双方の基本利益に合致するとともに、地域の平和と安定
に大きく寄与するものとなるとの共通の認識を確認した。

１．２．３（略）

４．双方は、北東アジア地域の平和と安定を維持、強化するため、互いに協力していくこ
とを確認した。
　双方は、この地域の関係各国の間に、相互の信頼に基づく協力関係が構築されるこ
との重要性を確認するとともに、この地域の関係国間の関係が正常化されるにつれ、地
域の信頼醸成を図るための枠組みを整備していくことが重要であるとの認識を一にした。
　双方は、朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため、関連するすべての国際的合意
を遵守することを確認した。また、双方は、核問題及びミサイル問題を含む安全保障上
の諸問題に関し、関係諸国間の対話を促進し、問題解決を図ることの必要性を確認し
た。
　朝鮮民主主義人民共和国側は、この宣言の精神に従い、ミサイル発射のモラトリアム
を２００３年以降も更に延長していく意向を表明した。

　双方は、安全保障にかかわる問題について協議を行っていくこととした。

Ⅰ．両国は、北朝鮮の黒鉛減速炉の軽水炉への転換に協力。
（１）米国は、２００３年を目標年として２０００メガワットの軽水炉を北朝鮮に供与。

●米国は、軽水炉プロジェクトを支援し資金を拠出する、国際共同事業体を組織。
●米国は、本合意締結後６カ月以内の供給契約締結に向け最大限に努力。
●両国は、必要な場合、原子力の平和利用での協力に関する２国間協定を締結。

（２）米国は、１基目の軽水炉完成までの間、黒鉛減速炉凍結による損失を補填。
●米国は、代替エネルギーとして暖房および発電用の重油を供給。
●重油の供給は本合意締結の３カ月後から開始され、年間５０万トン。

（３）北朝鮮は、黒鉛減速炉を凍結、最終的には解体。
●本合意締結後１カ月以内に凍結の完全履行。ＩＡＥＡが監視。
●黒鉛減速炉の解体は、軽水炉プロジェクト完了時に完了。
●両国は、軽水炉建設中、実験用黒鉛減速炉からの使用済み燃料の安全に貯蔵
し、再処理を伴わない形で処分する方法について、協力。

（４）両国は、できるだけ早期に２つの専門家協議を持つ。
●１つは、代替エネルギーおよび黒鉛減速炉を軽水炉に置き換える問題の協議。
●もう１つは、使用済み燃料の貯蔵と最終処分についての協議。

Ⅱ.両国は、政治的、経済的関係の完全な正常化に向けて努力。
（１）本合意締結後３カ月以内に貿易と投資における障害の軽減。
（２）技術的問題を解決した上で双方の首都に連絡事務所の設置。
（３）関係する問題の進展に伴い、２国間関係の大使レベルへの格上げ。

Ⅲ.両国は、核のない朝鮮半島の平和と安全保障のために協力。
（１）米国は、核兵器の威嚇または使用を行わないという公式な保証を北朝鮮に提供。
（２）北朝鮮は、南北非核化共同宣言を一貫して履行。
（３）北朝鮮は南北対話につとめる。本合意はそのための雰囲気づくりに役立つ。

Ⅳ．両国は、国際的な核不拡散体制強化に向けて協力。
（１）北朝鮮はＮＰＴ締約国にとどまる。ＮＰＴ下で保障措置協定を履行。
（２）供給契約締結とともに、 ＩＡＥＡとの保障措置協定の下で、凍結の対象でない施
設の査察を再開。供給契約締結までの間、ＩＡＥＡが必要とする査察を継続。

（３）軽水炉の重要部分が完了し、かつ主要な原子力部品の引き渡しの前に、北朝鮮
は保障措置協定を完全遵守。

「米朝合意枠組み」（　　　　）の概要　まとめ：ピースデポ

４ページ左中段へつづくèu

意書）である。南北基本合意書は、前文
で、「政治軍事的対立状態を解消して民
族の和解をなしとげ、武力による侵略と
衝突を防止して緊張緩和と平和を保
障」するとしている。そして、「北と南は、
相手側に対し武力を使用せず、相手側
を武力で侵略しない」と明言している。

ＮＰＴ/ＫＥＤＯ

　核をめぐる合意としては、核不拡散条
約（ＮＰＴ）と朝鮮半島エネルギー開発機
構（ＫＥＤＯ）のプロセスがある（３ページの
年表を参照）。朝鮮民主主義人民共和国
（北朝鮮）は、ＮＰＴ締約国であり、原子力
利用は「平和的利用」に限られる。北朝
鮮と国際原子力機関（ＩＡＥＡ）との間で締
結された保障措置協定に基づいて、北
朝鮮は、自国の原子力利用が核兵器開
発に転用されていないことを確認するた
めに、ＩＡＥＡの査察を受けなければなら
ない。
　１９９３年に北朝鮮がＩＡＥＡの査察を拒

が妥結した（下の囲み参照）。そこでは、北
朝鮮は核兵器開発につながりうる黒鉛
減速炉を凍結し、最終的に解体するこ
と、その代わりに、米国は国際機関を立
ち上げて、北朝鮮における軽水炉建設を
支援することが合意された。これらを条
件に、北朝鮮のＮＰＴ残留が確認された。
　合意枠組みに基づいて、国際機関
「朝鮮半島エネルギー開発機構」（ＫＥＤ
Ｏ）が、１９９５年３月の米、日、韓３カ国の協
定によって設立された（その後９７年９月に
欧州連合（ＥＵ）が理事会に加盟）。その後、
ＫＥＤＯと北朝鮮の間で９５年１２月の「供
給とりきめ」署名をはじめ、さまざまな議
定書が結ばれている。

ＫＥＤＯ過程と査察

　「合意枠組み」では、２００３年までに軽
水炉を完成させることが目標とされた。
にもかかわらず、その後の米朝間の緊張
関係を反映して、ＫＥＤＯ過程の進行は
遅れてきた。米朝は、それぞれ相手側の
「不履行」を非難してきた。去る８月７日に
ようやく本体の着工式（軽水炉本体の型枠
へのコンクリート流し込みの開始）が行われ
たという現状で、完成は２００８年頃と言わ
れている。「枠組み合意」は、軽水炉の
「重要部分が完成して、かつ主要な原子
力部品が引き渡される前」の段階におい
て、北朝鮮は、ＩＡＥＡとの保障措置協定
を「完全遵守」するとしている。ＩＡＥＡは、
完全な検証のためには、「北朝鮮の全面

１９９４年１０月２１日
ジュネーブ

否しＮＰＴ脱退を宣言したことで、約１年
半の「朝鮮半島危機」が続いた。しかし、
１９９４年１０月２１日には「合意米朝枠組み」
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南北関係

南北共同声明 １９７２．７．４

南北基本合意書 １９９１．１２．１３採択

南北共同宣言 ２０００．６．１５

核関連

核不拡散条約（ＮＰＴ） １９８５．１２．１２加入

南北非核化共同宣言 １９９２．２．１９発効

米朝合意枠組み １９９４．１０．２１

朝鮮半島エネルギー
開発機構（ＫＥＤＯ）と １９９５．１２署名など

北朝鮮との諸協定

大量破壊兵器 生物兵器禁止条約（ＢＷＣ）１９８７．３．１３加入

北朝鮮の参加する「安全保障の枠組み」
条約、宣言、枠組み 北朝鮮の参加 内容

自主、平和、民族大団結の祖国平和統一３大原則を確認。

南北の「相互不可侵」や「武力放棄」を定める。１９９２．９．１７には南北不可
侵の付属文書採択。

南北統一問題を、「互いに力を合わせて自主的に解決」する。

非核保有国は核兵器開発を行わず、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の査察
を受ける。

両国は核兵器の実験、製造、生産、取得、保有、貯蔵、配備、使用を行わ
ない。再処理施設、ウラン濃縮施設を持たない。相互査察にも合意。

北朝鮮はＮＰＴ締約国にとどまり、ＩＡＥＡの査察を受ける。米国は軽水炉
建設を支援する。

「供給とりきめ」のほか、特権免除、輸送、通信、労働力、用地、債務不履
行、訓練、品質保証に関する議定書。

検証規定がない。２００２年１１月に条約の再検討会議で検証規定を話し
合う。

北朝鮮・核関連年表

▼核関連 ▼ミサイル関連 ▼その他の動き
１９８５年１２月１２日 北朝鮮、ＮＰＴ加盟。

１９９２年１月３０日 北朝鮮、ＩＡＥＡとの保障措置協定に署名。４月９日、批准。
２月１９日 南北非核化共同宣言、発効。
５月２５日 ＩＡＥＡ、第１回の査察。（９３年２月までに６回の査察を実施）

１９９３年２月９日 ＩＡＥＡ、北朝鮮に対し、追加査察を要求。北朝鮮は拒否。
３月１２日 北朝鮮、ＮＰＴ脱退を表明。
５月２９日 北朝鮮、中距離弾道ミサイル「ノドン１号」を発射実験。
１０月１日 ＩＡＥＡ総会、北朝鮮の核査察受け入れを求める決議採択。

１９９４年６月１３日 北朝鮮、ＩＡＥＡからの脱退を発表。ＩＡＥＡは北朝鮮との保障措置協定は有効と主張。
６月１５日 カーター米元大統領、金日成国家主席と会談。
７月９日 金日成国家主席、死去。
１０月２１日 米国と北朝鮮、ジュネーブにて、「合意枠組み」に署名。

１９９５年３月９日 米、日、韓、ＫＥＤＯ設立協定に署名。
１２月１５日 ＫＥＤＯと北朝鮮、軽水炉供給とりきめ締結。

１９９７年７月３０日 欧州原子力共同体、ＫＥＤＯ加盟の協定締結。９月１９日、理事会に加盟。
８月１９日 軽水炉敷地工事の起工式。

１９９８年２月２５日 金大中韓国大統領、「太陽政策」を表明。
８月３１日 北朝鮮、「弾道ミサイル」発射実験。テポドン１号か。北朝鮮は、人工衛星打ち上げと発表。
８月３１日 日本、テポドン１号発射を受け、軽水炉事業への費用負担協定への調印見合わせ。１０月２１日、協力凍結を解除。
１２月２５日 日本政府、米国とのＴＭＤ共同技術研究開始を決定。

１９９９年４月２５日 北朝鮮問題に関する日米韓３国調整グループ（ＴＣＯＧ）設立。
５月３日 日本、ＫＥＤＯとの間で１０億ドルの資金供与協定に署名。
９月１５日 ペリー調整官、北朝鮮の核・ミサイル開発凍結と経済制裁緩和の新政策を議会

に報告。（ペリー報告）。

２０００年５月２５日 北朝鮮外務次官、「軽水炉建設の遅れによって生じた電力の損失を補償するよう米国に要求した」。
６月１５日 南北朝鮮首脳会談（６月１３日～１５日）。１５日、南北共同宣言。
７月２７日 北朝鮮、ＡＲＦに初参加。

２００１年３月７日 ブッシュ大統領、「北朝鮮のミサイル問題の検証なしでは対話再開はない」。
５月３日 ＥＵ代表団、金正日総書記がミサイル発射実験の凍結を０３年まで継続する方針を表明したと発表。
８月４日 金正日総書記、プーチン・ロ大統領との会談で、０３年までのミサイル発射実験停止を再確認。

２００２年１月２９日 米大統領、一般教書演説。北朝鮮、イラク、イランを「悪の枢軸」と名指し批判。
３月２０日 米大統領、重油供与の条件である合意枠組み状況認定について、はじめて「今年は認定しない」と決定。
８月７日 北朝鮮・琴湖（クムホ）で軽水炉本体の着工式。
８月２９日 ボルトン米国務次官、「北朝鮮が米朝枠組み合意を直ちに履行しなければ、同合意の将来は保証できなくなる」と警告。
９月１７日 小泉首相訪朝。初の日朝首脳会談。「日朝平壌宣言」署名。
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　北朝鮮が９月１７日の日朝首脳会談
で日本人拉致を認めたは衝撃的でし
た。「９・１７ショック」で私は信憑性を帯び
てきた元北朝鮮拉致工作員の手記※を
読んでみました。そこには驚くべきこと
が実に詳しく書いてありました。韓国へ
の潜入を目的として教育を受けた彼
は、北朝鮮国内の地下トンネルに韓国
社会を再現し、拉致された韓国人が工
作員の韓国人化教育を行っていること
などを証言しています。北朝鮮の諜報
機関が工作員の日本人化教育のため
に、日本人を拉致し、教師役をさせて
いたというのも、うなずける気がしまし
た。また、北朝鮮の工作員を手引きした
在日朝鮮人の証言も出ており、悲しい
事実が明らかになることによってようや
く暗闇から光が射してきたのかなという
思いをしています。拉致問題の真相調
査はまだ緒についたばかりであり、国交
正常化交渉と共に真実の追究に向け
て努力しなければなりません。日本の
植民地時代における朝鮮人強制連行
の解明も残された課題であり、北東ア
ジアの平和のために日朝韓の市民が
連帯し、着実に「和解」へのプロセスを
歩んでいくことが大切であろうと考えて
います。
　先の手記に戻りますが、手記の中に
気になることが書かれていました。それ
は、日本の陸軍中野学校の教育方針
が手本にされていたという記述です。

手記には次のように書かれています。
　「陸軍中野学校の精神とは、ひと言
で言って、学校の名誉を最重要に考え
るというものであった。－中略－　この
精神は『最後まで生きようと努力せよ。
しかし、卑怯に変節して生きるくらいな
ら死を選べ』ということも教えていた」
　工作員教育には「陸軍中野学校」の
映画を上映し、学生たちが割腹自殺を

（エッセイのコラム）

地 平 線

拉致事件の
衝撃

川村一之（ピースデポ理事）

したり、薬を飲んだりして自決するシー
ンを見せられたとも述べられています。
　この記述にあるように、日本の軍国
主義時代の遺物が北朝鮮で生き長ら
えていたのかと思うといたたまれない
気持ちになります。北朝鮮をここまで追
い込んだ日本の責任を痛感させられる
ではありませんか。拉致問題の背景に
はこのような問題もあることを知ってい
ただきたいと思います。

　２１世紀になって最初の年に米国で
同時多発テロが起き、報復のためのア
フガン攻撃へと続き、イスラエルとパレ
スチナの紛争も解決のめどが立ってい
ません。現象面を見ていると人間は戦
争を克服する英知を持っていないかの
ように思われます。しかし、歴史的視座
から見ると人間は紆余曲折を経ながら
も、個々の利害を克服するためには地
球的な規模で共通の問題を解決しな
ければならないという考えを持つように
なってきたと思います。地球的な規模
でものごとを考え、地域社会でその考
えを実行する「地球市民」が多く生まれ
ているのではないでしょうか。日本と北
朝鮮との交渉も大局的な「地球市民」
の視点から具体的な課題を解決して
いくことがのぞまれていると思います。
　最後に、混沌とした現実に右往左往
することなくグローバルな歴史的視座
を与えてくれる最適のテキストを紹介し
ます。それは、ハーバード大学教授でア
メリカ歴史学会会長も努めた入江昭
（いりえ・あきら）さんの『平和のグローバ
ル化へ向けて』（ＮＨＫライブラリー、２００１
年１２月発行）です。内容の紹介は字数
の都合でできませんが、ぜひお読みい
ただきたいと思います。

※安明進（アン・ミョンジン）著　『北朝鮮拉
致工作員』（徳間書店　９８年３月発行）

uç２ページからつづく

的な協力を得たとしても３～４年はかか
る」（２００２年４月ＮＰＴ準備委員会でのＩＡＥＡ
声明）として、今から査察を行う必要があ
ると主張してきた。今回、北朝鮮による
「国際的合意の遵守」が明確に示された
ことで、査察の時期と方法に関する協議
が開始される必要がある。同時に、国際
社会は、ＫＥＤＯ過程をこれ以上遅らせな
いことが求められている。

市民の構想を

　市民としては、北朝鮮がＮＰＴの下で
の査察義務を履行するのであれば、米
国もまた、ＮＰＴの下での核兵器国の義
務である核軍縮を履行すべきだ、という
議論を起すべきである。
　さらに進んで、この地域から核の脅威
を共になくすという観点から、東北アジア
非核地帯の議論を前進させるべきであ

る。合意枠組みは、南北朝鮮非核化宣
言を再確認し、「核のない朝鮮半島」の
ために、米国による北朝鮮への消極的
安全保証も再確認している。これらをさ
らに普遍的な地域大の枠組みに発展さ
せる必要がある。
　ミサイルに関しては、北朝鮮は「ミサイ
ル発射の一時停止を２００３年以降もさら
に延長する」と平壌宣言で表明した。ミ
サイル規制枠組みとしては、国際的には
ミサイル技術管理レジーム（ＭＴＣＲ、日本
を含む３３カ国）があるが、「不拡散」重視
の枠組みであり、共通の脅威削減と軍縮
という観点からは、よりフェアな地域大の
枠組みも必要となる。例えば、在日米軍
が北朝鮮へ向けているミサイルの脅威
についても議論することが不可欠であ
ろう。また、日米戦域ミサイル防衛（ＴＭＤ）
共同研究も問題とならざるを得ない。時
間と巨額の費用を必要とするミサイル防
衛よりも、ミサイル軍縮へ議論をシフトさ

せるほうが、よほど現実性がある。
　これら以外にも、北朝鮮の参加する生
物兵器禁止条約（ＢＷＣ）に検証規定を
持たせること、北朝鮮が未参加の包括
的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）や化学兵器
禁止条約（ＣＷＣ）への参加を促すこと、
などさまざまな課題がある。（川崎哲、中
村桂子、梅林宏道）

●９月１２日　嘉手納基地で、Ｆ１５戦闘機、Ｐ３Ｃ対
潜哨戒機が緊急着陸。
●９月１３日　嘉手納基地で、Ｆ１５機が緊急着陸。
●９月１６日　嘉手納基地で、Ｆ１５機が緊急着陸。
●９月１９日　嘉手納基地で、Ｐ３Ｃ対潜哨戒機２機
が緊急着陸。
●９月２０日　嘉手納町の兼久海浜公園に、隣接
する米軍保養施設「嘉手納マリーナ」から信号弾
と見られる金属片が飛来。
●９月２０日　ＷＢに米原潜へレナが寄港。２５日、
出港。原潜入港は今年１５回目。
●９月２０日　９．１１以降制限されていた嘉手納基
地内の拝所や墓への立ち入りが再開される。
●９月２０日　嘉手納基地で、ＦＡ１８Ｃホーネットが
緊急着陸。

uç６ページ沖縄日誌からつづく
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１．我々、この声明を出した各国外相は、包
括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）締結の基
礎となった構想をあらためて確認するた
めに集まった。その構想とは、核軍縮・不
拡散の分野での主要な手段として、この
世界から核実験をなくし、体系的かつ前
進的な核兵器の削減および核拡散防止
のために貢献する条約を支えようというも
のである。

２．核兵器のすべての実験的爆発および他
のすべての核爆発の停止をもたらすＣＴＢ
Ｔの早期発効は、国連総会において、核
軍縮・不拡散という目的の核心をなすと
確認されている。前回の核不拡散条約
（ＮＰＴ）再検討会議においても、ＣＴＢＴの
重要性を強調し、ＮＰＴの核軍縮・不拡散
という目的の達成に必要な一連の現実的
措置の第一にＣＴＢＴの発効を掲げてい
る。

３．世界が今日直面している最重要課題の
一つは、大量破壊兵器に利用できるよう
な物質、技術、知識の拡散を防止すること
である。ＣＴＢＴ交渉以来、国際的な緊張
は次 と々現れているが、多国間の軍備管
理と不拡散への努力という一層大きな枠
組みの中で、今日、本条約の発効が一層
緊急な課題となっている。我 は々、世界の
平和と安全を強化するために、ＣＴＢＴが
きわめて重要な役割を有することを確認
する。この役割は我々すべてが認識しなく
てはならない。

４．我 は々、すべてのＣＴＢＴ未署名国および
未批准国、特に発効要件国に対し、可及
的速やかに署名・批准することを求める。

その実現のため、本条約を最も高い政治
レベルによる関心の焦点とすることを目
標にして、我 は々、地域的および多国間の
会合の場等において、個別にないし共同
で、適切な形で申し立てて行く。科学界、
ＮＧＯおよびその他の市民社会にも又、本
条約に対する関心を高め、支持を強めて
いくために果たすべき役割がある。

５．我 は々、すべての国に対し、核兵器の爆
発的実験および他のすべての核爆発の
モラトリアムを継続するよう要請する。モラ
トリアムの自発的な継続はきわめて重要
であるが、条約発効の代わりにはなり得な
い。ＣＴＢＴのみが、国際社会に対し、核兵
器の爆発的実験もしくは他のすべての核
爆発を終了させる永遠のかつ法的拘束
力のある約束に展望をもたらしている。

６．我 は々、条約遵守を保証するため、検証
機構を構築する機運を維持することが重
要だと考える。我 は々、すべての署名国に
対し、分担金の全額かつ遅滞なき支払い
を通じて、可及的速やかに検証制度を構
築し、運用するために必要な財政的資源
を確保するよう訴える。条約が予見してい
るように、条約発効の時点までに検証制
度を完成させることは、締約国が条約へ
の遵守を果たしている強い証しとなるで
あろう。

７．検証制度は、世界全体を網羅するという
点で、前例のないものとなる。検証制度
は、第一義的な機能に加え、地震学的、放
射性核種、微気圧振動および水中音波に
よる観測網を設置し利用することの結果
として、技術分野における技術移転およ

び科学的知見の交換を通じて、特に開発
途上国に対し、科学分野及び民生上の利
益をもたらすであろう。さらに、国家間の技
術協力は、すでにめざましいＣＴＢＴの検
証能力を向上させるのに役立つであろ
う。我 は々、署名国間の協力により効果的
な技術協力が可能となるべき道筋を探っ
ていくと共に、また、他の諸国に対してこ
の努力に加わって行くことを要請する。

８．我 は々、１９９６年のＣＴＢＴ締結により結実し
た核兵器の実験的爆発の禁止という構
想を現実のものとするための努力を惜し
まず、また、各国の同僚である外相に対
し、このとり組みに参加するよう招請する。

アレクサンダー・ダウナー
（オーストラリア外務大臣）

ウィリアム・グレアム（カナダ外務大臣）
ソレダー・アルベアル・バレンスエラ

（チリ共和国外務大臣）
ドミニク・ガルゾー・ド・ヴィルパン

（フランス共和国外務大臣）
ラーズロー・コヴァーチ

（ハンガリー共和国外務大臣）
川口順子（日本国外務大臣）
マルワーン・ムアッシャル

（ジョルダン王国外務大臣）
ヤープ・デ・ホープ・スヘッフェル

（オランダ王国外務大臣）
フィル・ゴフ（ニュージーランド外務貿易大臣）
崔成泓（大韓民国外交通商部長官）
スレ・ラミド（ナイジェリア連邦共和国外務大臣）
アラン・バグネル・ティソン

（ペルー共和国外務大臣）
ブラス・オプレ（フィリピン共和国外務長官）
イワノフ、イーゴリ・セルゲエヴィチ

（ロシア連邦外務大臣）
ヌコサザナ・クラリス・ドラミニ＝ズマ

（南アフリカ共和国外務大臣）
アンナ・リンド（スウェーデン王国外務大臣）
シュクリュ・シーナ・ギュレル

（トルコ共和国副首相兼外務大臣）
ジャック・ストロー（英国外務英連邦大臣）

（外務省の仮訳をもとにピースデポの用語に
統一した）

　９月１４日１６時から３０分間（現地時間）、
ニューヨーク国連本部で「包括的核実験
禁止条約（ＣＴＢＴ）フレンズ外相会合」が
開催された。日本は、第１回ＣＴＢＴ発効
促進会議（１９９９年１０月）の議長をつとめ、
その後「調整国」として、第２回ＣＴＢＴ発
効促進会議（２００１年１１月）では「進捗状
況報告（プログレス・レポート）」を行うなど
の役割を果たしてきた。今回の外相会合
は、日本、オーストラリア、オランダの３カ
国が有志となって、「国際社会の強い政
治的意思表明を示す」とともに、２００３年
開催が見込まれる第３回発効促進会議

への「橋渡し」をするものだ、と日本の外
務省は説明している。３カ国の在ウィーン
大使（日本は高須幸雄大使）が調整に中
心的な役割を果たしているという。１８カ
国の外相が名前を連ねているが、この
声明は今後とも署名を開放してより多く
の外相の署名を得ていく方針だと、外務
省は説明している。
　短時間の会合であり、議論の中身より
も「集まって声明を出した」ことに意味が
ある。ＣＴＢＴに批准済みの核兵器国、
英、仏、ロが参加している。「特に発効要
件国に対して」批准を求めているもの

の、未批准の核兵器国である米、中の批
准の重要性には言及していない。２００１
年１１月１３日の第２回発効促進会議の最
終宣言が、「核兵器の残りの２カ国に批
准過程を加速するよう要請」していたこ
とを想起すると、きわめて弱い要求と言
える。
　一方、米国の「核実験再開」示唆や印
パ情勢の悪化が懸念される中、モラトリ
アムの継続を改めて掲げると同時に、「Ｃ
ＴＢＴのみが永遠かつ法的拘束力のある
約束」たりうるとして、自発的モラトリアム
は「条約発効の代わりにはなり得ない」と
強く述べている点は評価できる。また、検
証の強化、機構への分担金、「科学界」の
役割など、条約発効前の検証制度確立
が強調されている。これは、日本政府の重
点の置き方と一致している。（川崎哲）

　ＣＴＢＴ１８カ国外相声明

「米・中への批准要求」特記せず

ＣＴＢＴに関する大臣共同声明
２００２年９月１４日
於：ニューヨーク
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日  誌
２００２.９.６～９.２０

ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約／ＧＡＯ＝米会
計検査院／ＩＩＳＳ＝英国際戦略問題研究所／ＮＹ
＝ニューヨーク／ＵＮＭＯＶＩＣ＝国連監視検証査
察委員会／ＷＢ＝ホワイトビーチ

(作成:竹峰誠一郎、中村桂子）

次の人たちがこの号の発行に参加･協力しました。
秋山祐子(ピースデポ)､川崎哲(ピースデポ)､中村桂子（ピースデポ）、青柳絢子、大澤一枝、川村一之、竹峰誠一郎、津留佐和子、山口響、
梅林宏道

ＢＷＣ＝生物兵器禁止条約
ＣＴＢＴ＝包括的核実験禁止条約
ＣＷＣ＝化学兵器禁止条約
ＤＯＥ＝米エネルギー省
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＫＥＤＯ＝朝鮮半島エネルギー開発機構
ＮＮＳＡ＝国家核安全保障局
ＮＰＴ＝核不拡散条約
ＴＭＤ＝戦域ミサイル防衛

今号の略語

ピースデポの会員
になって下さい。

会員には、『モニター』と『会報』が郵送さ
れるほか、情報の利用にあたって優遇さ
れます。（会員種別、会費、手続について
は、お問い合わせ下さい。）『核兵器・核
実験モニター』の購読のみも可能です。

宛名ラベルメッセージについて
・会員番号（６桁）：会員の方に付いています。
・「（定）」：会員以外の定期購読者の方。
・「今号で誌代切れ、継続願います。」「誌代
切れ、継続願います。」：入会または定期購
読（年６，０００円）の更新をお願いします。
・メッセージなし：贈呈いたしますが、入会を
歓迎します。

ピースデポ電子メールアドレス
事務局＜office@peacedepot.org＞
梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
川崎哲＜kawasaki@peacedepot.org＞
中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞

沖縄
●９月６日　外務省、６月に発生した米兵「急使」問
題で、逮捕時点は任務外との結論を発表。
●９月７日　嘉手納基地で、Ｆ１５機が緊急着陸。
●９月８日　勝連町ＷＢに、強襲揚陸艦エセック
ス、揚陸艦フォートマクヘンリー、揚陸輸送艦ジュ
ノーが寄港。１０日、出港。
●９月９日　嘉手納基地で、Ｆ１５機が緊急着陸。
●９月１０日　米軍跡地利用促進で、国、県、関係
市町村による調整機関「跡地対策協議会」発足。
●９月１０日　０２年上半期の米軍関連事件発生件
数、前年比約２割増、３年連続増加、と県警発表。
●９月１０日　嘉手納基地で、Ｆ１５機が緊急着陸。
●９月１０日　稲嶺知事、１１月知事選に出馬表明。

　９月２６日、米エネルギー省（ＤＯＥ）の国
家核安全保障局（ＮＮＳＡ）は、通算１９回
目の未臨界実験「ロッコ」を実施した。ロ
スアラモス国立研究所（ＬＡＮＬ）による実
験である。ＤＯＥは、９月２４日の記者発表
で、「未臨界実験は、高性能火薬の爆発
による強い衝撃を受けたときのプルトニウ
ムの振る舞いを調べるものである。未臨
界実験は、貯蔵核兵器の安全性と信頼
性を維持するのに役立つ不可欠な科学
的データと技術的情報を生み出すもの
である」と、従来の説明をくり返している。
　しかし、２００２年１月の核態勢見直し（Ｎ
ＰＲ）の暴露部分には、未臨界実験は、核

爆発実験再開の準備態勢の向上に貢
献するという下記の文言が明記されて
いる。

「核実験準備態勢は、ネバダ実験場の
地下で実行されている備蓄兵器管理
実験の現在進行中の計画に核実験計
画用人員が参加することによって、主
として維持されている。・・・ＮＮＳＡは、
以下の方法によって、今後３年間にわ
たって実験準備態勢を向上するため
の提案をする。つまり、鍵となる人員を
強化し、彼らの業務能力を高めること、
次世代の実験人員への指導を開始す
ること、追加的な未臨界実験など追加

的な実地実験や適切な忠実度をもっ
た核実験関連の演習を実施すること、
地下核実験独特の鍵となる構成部分
（例えば、野外実験中性子発生装置）
を交換すること、いくつかの実験診断
能力を最新化すること、規則や安全基
準に合致していることを示すのに必要
な時間を短縮すること。」（ＮＰＲ・３６

ページ）

　未臨界実験が、「既存の貯蔵兵器の
維持」という公式の説明を超えて、「新し
い三本柱のための核爆発実験再開準
備に貢献する」という位置づけがされて
いることが明らかになった以上、日本政
府が未臨界実験を「容認」する論拠が崩
れた。日本政府は、未臨界実験に反対
すべきである。核実験禁止の推進役を
自認する日本政府はまず、この点に関
するＮＰＲの内容公開を、米国政府に求
めるべきである。（川崎哲）

「事実」が暴露された―――

日本政府は未臨界実験への
姿勢を転換せよ

●９月６日　第２回原爆症認定一斉申請、被爆者
６３人、原爆症認定制度改革を目指す。
●９月６日　ＧＡＯ、報告書「テロとの戦い」発表、来
年度の米海外テロ対策予算２３億ドル。
●９月７日　日米韓３国調整グループ、ソウルで開
催、米韓、日朝首脳会談に「強力な支持」表明。
●９月７日　シュレーダー独首相、シラク仏大統領
と協議、「対イラク、一方的行動反対」と米英牽制。
●９月９日　政府、新たなテロ特措法検討開始、米
のイラク戦視野。
●９月９日　イラク「数カ月以内にも核爆弾を開発
する能力がある」ＩＩＳＳ報告書。
●９月１０日　第５７国連総会開幕。
●９月１０日　ブリスクＵＮＭＯＶＩＣ委員長、イラク問
題で「衛星写真には大量破壊兵器の開発証拠な
い」。
●９月１０日　米台国防次官級会談、ワシントンで
開催、７９年断交以来初。
●９月１１日　同時多発テロ１周年、ブッシュ米大
統領、演説で米国の「自由と平等」擁護強調。
●９月１１日　海上保安庁、鹿児島県奄美大島沖
の北朝鮮工作船不審船引き揚げられる。
●９月１２日　ブッシュ米大統領、国連演説で対イ
ラク、当面国連と協調、一方単独攻撃も辞さず。
●９月１３日　小泉首相、国連演説で対イラク「安
保理決議、早期に」。核軍縮決議案提出を表明。
●９月１３日　日米首脳会談、ＮＹで開催。大統領
「米国は北朝鮮の大量破壊兵器に強い関心」。

●９月１４日　川口外相、ＮＹ国連本部内でイラク
外相と会談、即時無条件査察受入れ要求。
●９月１４日　ＣＴＢＴ早期発効促進のための外相
会合、日本含む１８カ国参加（本号参照）。
●９月１６日　イラク政府、アナン国連事務総長へ
の書簡で、査察無条件受諾表明。
●９月１６日　対人地雷禁止条約第４回締約国会
議、ジュネーブで開催（～２０日）。
●９月１６日　ラムズフェルド米国防長官、会見で
「北朝鮮は核兵器保有していると理解している」。
●９月１６日　川口外相、ラムズフェルド国防長官
と会談。要求があればテロ基本法再延長検討も。
●９月１７日　日朝会談。平壌宣言で、国交正常化
交渉再開、植民地支配におわび表明、核の国際
合意遵守。北側、拉致認め謝罪。（本号参照）。
●９月１７日　護衛艦「ひえい」「きみだれ」インド洋
沖の米軍支援のため出航、護衛艦「いなずま」「あ
さかぜ」と交代。
●９月１９日　ブッシュ米大統領、議会に対イラク
武力容認決議案早期採択求める。
●９月１９日　在ウィーン国際機関日本政府代表
部、ＩＡＥＡのエルバライダイ事務局長に「日朝首
脳会談で査察受け入れ北朝鮮が口頭約束」。
●９月２０日　ブッシュ米政権、新戦略「米国の国
家安全保障戦略」発表、敵国へ先制攻撃容認。

４ページ右下へつづくèu
●９月１１日　嘉手納基地で、Ｆ１５機が緊急着陸。

●Ｍ


